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安中市移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関  

 

する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

安中市移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基  

 

準を定める条例を次のように改正する。  
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   安中市移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

安中市移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

（平成２４年安中市条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


